
●鞍手町役場����（42）2111
FAX����（42）5693

●中央公民館����（42）7200
●教育課������（42）7200
●歴史民俗博物館��（42）3200
●総合福祉センター��（42）8811
●地域包括支援センター��（43）3019
●上下水道課����（42）0408
●中央浄水場����（42）0417
●くらて病院����（42）1231
●鞍寿の里�����（42）1233
●鞍手駅������（42）5563
●社会福祉協議会��（42）7800
●火災の発生状況��（32）3211
●防災無線内容確認��（42）1550

今
月
の
納
税
・
納
付

●
国
民
健
康
保
険
税
︱
第
６
期

分
●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
︱

第
５
期
分

納
期
限
は
11
月
25
日
（
金
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
１
通
に
つ
き

１
０
０
円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

▽
税
＝
役
場

税
務
住
民
課
収
納
係
▽
保

険
料
＝
役
場
保
険
健
康
課

公
費
医
療
係
ま
で

納
税
・
納
付
は

確
実
な
口
座
振
替
で

個
人
が
納
め
る
町
税
や
保

険
料
は
、
口
座
振
替
に
す
る

と
金
融
機
関
へ
行
く
手
間
が

い
ら
ず
、
納
め
忘
れ
も
な
く

て
安
心
で
す
。
毎
月
15
日
ま

で
に
手
続
き
を
す
れ
ば
翌
月

の
納
付
期
限
か
ら
口
座
振
替

が
で
き
ま
す
。
口
座
振
替
依

頼
書
は
役
場
税
務
住
民
課
・

保
険
健
康
課
等
に
あ
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の　

納
税
通
知

書
、
通
帳
、
通
帳
届
出
印

●
取
引
金
融
機
関　

直
鞍
農
業

協
同
組
合
、
福
岡
ひ
び
き
信

用
金
庫
、
福
岡
銀
行
、
西
日

本
シ
テ
ィ
銀
行
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行

●
振
替
日　

毎
月
25
日
（
金
融

機
関
が
休
み
の
場
合
は
次

の
営
業
日
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務
住

民
課
収
納
係
・
保
険
健
康

課
公
費
医
療
係
ま
で

個
人
事
業
を

営
ん
で
い
る
皆
さ
ん
へ

個
人
事
業
税
は
、
地
域
経
済

の
立
て
直
し
の
推
進
等
の
た
め

に
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
忘

れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

●
納
付
期
限　

11
月
30
日（
水
）

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
飯

塚
・
直
方
県
税
事
務
所

事
業
税
係
☎
０
９
４
８

（
２
１
）
４
９
０
３
ま
で

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

直
方
税
務
署
で
は
、
次
の

と
お
り
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に

つ
い
て
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

●
対
象
者　

全
て
の
事
業
所

及
び
個
人
事
業
主

●
と
き　

12
月
14
日
（
水
）

▽
概
要
編
＝
午
前
10
時
か

ら
11
時
ま
で
▽
導
入
編
＝

午
後
２
時
か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

直
方
税
務
署（
直

方
市
殿
町
９
番
10
号
）

●
問
い
合
わ
せ　

直
方
税
務

署
☎
（
２
２
）
０
８
８
０

ま
で

税
等

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Calendar
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くく
ら
し
情情
報報

☎�問い合わせ先�☎

くらしの情報

13− 11. 2022

1111月及び12月は
ふくおか「県・市町村」連携
「ＳＴＯＰ滞納!!
　県下一斉徴収強化月間」

町では福岡県及び県内市町村と連携し、滞納者に対する財産調査や差押えな
どの徴収強化をして処分を進めます。

事前連絡なしに財産を差押えられました。連絡はないのですか？Ｑ１
差押えの事前連絡は行いません。税金は納期限内の納付が原則
です。納期限を過ぎた場合は督促状を送付しています。また、

督促状以外にも催告書を送付しています。

Ａ１

勤務先に給与照会をされたため、滞納があることを知られてし
まいました。役場がこのようなことをしてもよいのですか？Ｑ２
滞納をしている人に対しては、法律に基づき財産調査を行う権
限があるため、財産調査の一環として、給与照会や売掛金の支

払先への照会を行います。

Ａ２

分割納付をしてもらえますか？Ｑ３
特別な事情がある場合は、滞納を放置せず早めにご相談ください。
ただし、完納が見込めない少額分納は認められない場合があります。Ａ３

分割納付をしていれば、差押えはされませんか？Ｑ４
分割納付中でも、十分な資力がある場合には差押えとなります。納
付できる状況になれば、分割納付の計画を見直していただきます。Ａ４

●問い合わせ　役場税務住民課収納係まで



今
月
の
補
聴
器
相
談
日

11
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

●
役
場
で
の
相
談　

▽
と
き
＝

11
月
４
日
（
金
）
午
後
１

時
か
ら
２
時
ま
で
（
九
州

補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽
と

き
＝
11
月
10
日
（
木
）
午

前
11
時
か
ら
正
午
ま
で
（
九

州
リ
オ
ン
）

※
役
場
で
の
相
談
は
、受
付
順

の
番
号
札
を
配
布
し
ま
す
。

●
く
ら
て
病
院
で
の
相
談
　

▽
と
き
＝
11
月
10
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
４
時
30
分

ま
で
（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と

き
＝
11
月
22
日
（
火
）
午

後
２
時
か
ら
４
時
ま
で
（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽
と

き
＝
11
月
24
日
（
木
）
午

後
２
時
か
ら
５
時
ま
で
（
あ

そ
う
補
聴
器
）

※
12
月
初
旬
の
補
聴
器
相
談
に

つ
い
て

●
役
場
で
の
相
談　

▽
と
き

＝
12
月
２
日
（
金
）
午
後
１

時
か
ら
２
時
ま
で
（
九
州
補

聴
器
セ
ン
タ
ー
）

●
く
ら
て
病
院
で
の
相
談　

▽
と
き
＝
12
月
１
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
４
時
30
分
ま

で
（
九
州
リ
オ
ン
）

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
係
ま
た
は
く

ら
て
病
院
ま
で

ト
ラ
ブ
ル
等
で

お
困
り
の
場
合
は

無
料
法
律
相
談
へ
ど
う
ぞ

野
中
・
西
村
法
律
事
務
所

の
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律

相
談
が
行
わ
れ
ま
す
。
受
付

は
７
人
ま
で
で
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ

た
め
、
ご
来
場
の
際
は
、
マ

ス
ク
着
用
等
で
の
感
染
予

防
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
と
き
　
11
月
10
日
（
木
）
▽

受
付
（
順
番
の
抽
選
）
＝

午
後
０
時
45
分
か
ら
▽
相

談
＝
午
後
１
時
か
ら
４
時

ま
で

●
と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

一
人
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う
ぞ

直
方
法
務
局
の
職
員
、
人

権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談
員

の
皆
さ
ん
が
、
あ
な
た
の
悩

み
に
答
え
て
く
れ
ま
す
。

●
と
き
　
11
月
25
日
（
金
）

▽
受
付
＝
午
後
０
時
45
分

か
ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時

か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ

た
め
、
ご
来
場
の
際
は
、

マ
ス
ク
着
用
等
で
の
感
染

予
防
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
設
人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で

の
１
週
間
は
人
権
週
間
で
す
。

福
岡
法
務
局
直
方
支
局
で
は
、

次
の
と
お
り
人
権
週
間
に
合

わ
せ
て
特
設
相
談
所
を
開
設

し
、
法
務
局
職
員
と
人
権
擁

護
委
員
が
人
権
に
つ
い
て
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
と
き　

12
月
６
日
（
火
）
午

前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー

●
相
談
内
容
　
家
庭
内
の
も

め
ご
と
や
隣
近
所
と
の
ト
ラ

ブ
ル
、
い
じ
め
や
差
別
な
ど

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
法
務

局
直
方
支
局
☎
（
２
２
）

１
１
４
４
ま
で

ご
家
庭
の

困
り
ご
と
に
つ
い
て

い
っ
し
ょ
に
考
え
ま
す

11
月
の
子
ど
も
支
援
オ

フ
ィ
ス
に
よ
る
巡
回
相
談
を
、

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

●
と
き
　
11
月
16
日
（
水
）

●
受
付
方
法
（
予
約
制
）　
電

話
ま
た
は
窓
口
に
て
予
約

●
相
談
時
間
　
▽
①
＝
午
後

１
時
か
ら
２
時
30
分
ま
で

▽
②
＝
午
後
２
時
30
分
か

ら
４
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
役
場

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
係
ま
で

お
気
軽
に
ど
う
ぞ

労
働
問
題
相
談
会
を

開
設
し
ま
す

福
岡
県
筑
豊
労
働
者
支
援

事
務
所
に
よ
る
「
労
働
問
題
相

談
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

こ
の
機
会
に
解
雇
、
賃
金
未

払
い
、
い
じ
め
や
パ
ワ
ハ
ラ
な

ど
の
働
く
上
で
の
悩
み
を
、
気

軽
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

労
働
者
支
援
事
務
所
の
職

2022.11−14

くらしの情報

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん　　しん　　かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
　　『鞍心会員』募集中！！

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん しん かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
『鞍心会員』募集中！！

40

相
談

～参加費無料で大好評～
スマートフォン講習会を
開催します

スマートフォンの基本的な操作方法からさまざまな
行政手続の申請方法など、どなたでも安心して受講でき
る講習会です。
●対象者　町内在住の 20 歳以上の人
●スケジュール　

※▷時間①＝午前９時 30 分から午後２時まで▷時間②
＝午前９時 30 分から正午まで（時間①、時間②とも
に休憩時間を含む）

※スケジュール等の詳細につきましては、下記 QR
コードより町のホームページをご確認ください。

●定員　８人（先着順）
●申込方法　電話（完全予約制）
●ところ　総合福祉センター保健棟多目的室C
●受付期間　11 月７日（月）から 11 月 21 日
（月）まで▷とき＝午前８時 30 分から午後５時 15
分まで（土・日・祝日は除く）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止また
は変更となる場合があります。

●問い合わせ　役場総務課電算係まで

とき 講習内容

12月 ２日（金） 時間① スマートフォンの基本操作
LINE の使い方

12 月 ９日（金） 時間② マイナポイントの予約・申込方法

無料



員
が
早
期
解
決
に
向
け
た
助

言
や
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

●
と
き
　
11
月
18
日
（
金
）

午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時

ま
で
（
前
日
の
正
午
ま
で

に
予
約
が
必
要
）

●
と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
管
理
棟
相
談
室
Ａ

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県

筑
豊
労
働
者
支
援
事
務

所
☎
０
９
４
８
（
２
２
）

１
１
４
９
ま
で

求
む
。
平
和
を
愛
す
る
人

自
衛
官
等
採
用
試
験
の

お
知
ら
せ

自
衛
隊
福
岡
地
方
協
力
本

部
飯
塚
地
域
事
務
所
で
は
、

次
の
と
お
り
自
衛
官
等
採
用

試
験
を
行
い
ま
す
。

●
高
等
工
科
学
校
生
徒
（
推

薦
）
▽
と
き
＝
１
月
５
日

（
木
）
か
ら
７
日
（
土
）
▽

受
付
締
切
＝
12
月
２
日（
金
）

●
高
等
工
科
学
校
生
徒
（
一
般
）

▽
と
き
＝
１
月
14
日
（
土
）

か
ら
15
日
（
日
）
▽
受
付
締

切
＝
１
月
６
日
（
金
）

※
応
募
資
格
、
試
験
会
場
等
、

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
自
衛
隊
福
岡
地
方
協
力
本

部
飯
塚
地
域
事
務
所
で
は
、

説
明
会
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。
ご
都
合
に
合
わ
せ
て

個
別
説
明
、
出
張
説
明
も

可
能
で
す
。
お
気
軽
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

自
衛
隊
飯
塚

地
域
事
務
所
☎
０
９
４
８

（
２
２
）
４
８
４
７
ま
で

地
域
貢
献
サ
ポ
ー
タ
ー

講
習
の
参
加
者
募
集

町
で
は
、
地
域
で
支
え
合
う

た
め
の
活
動
と
し
て
、
地
域
貢

献
サ
ポ
ー
ト
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
住
み
慣
れ
た
町
で
い
つ

ま
で
も
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
興
味
の
あ

る
人
を
対
象
に
地
域
づ
く
り
の

た
め
の
講
習
会
を
次
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
。

※
介
護
予
防
サ
ポ
ー
ト
ポ
イ
ン

ト
事
業
の
地
域
貢
献
サ
ポ
ー

ト
活
動
を
希
望
す
る
場
合
は

必
ず
受
講
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者　

町
内
在
住
の
40

歳
以
上
で
介
護
保
険
の
認
定

が
な
く
、
介
護
保
険
料
の
滞

納
が
な
い
人

●
と
き　

12
月
６
日
（
火
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
２
時

30
分
ま
で

※
開
催
日
の
10
日
前
ま
で
に

申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
と
こ
ろ　

総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
保
健
棟
多
目
的
室

●
内
容　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
の
心
構
え
、
高
齢
者
の

人
権
に
つ
い
て
、
高
齢
者
の

栄
養
・
認
知
症
に
つ
い
て
等

●
そ
の
他　

筆
記
用
具
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

昼
食
は
バ
ラ
ン
ス
栄
養
弁

当
を
用
意
し
て
し
ま
す
。

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で

３
年
ぶ
り
の
開
催

直
鞍
一
周
駅
伝
競
走
大
会

参
加
チ
ー
ム
募
集
中

第
77
回
直
鞍
一
周
駅
伝
競

走
大
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し

ま
す
。
た
く
さ
ん
の
チ
ー
ム
の

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
と
き　

１
月
22
日
（
日
）

小
竹
町
中
央
公
民
館
前
を

午
前
10
時
ス
タ
ー
ト
（
雨

天
決
行
）

●
参
加
費　

１
チ
ー
ム
１
万
円

●
参
加
資
格　

一
般
社
会
人

で
編
成
し
た
チ
ー
ム
（
専
門

学
校
は
可
）
但
し
、
高
校
生

以
上
の
学
生
は
３
人
ま
で
出

場
可
（
原
則
、
５
㎞
を
最
低

25
分
以
内
で
走
れ
る
普
段
か

ら
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
い

る
人
）。

●
チ
ー
ム
編
成　

監
督
１
人
、

選
手
７
人
、
補
欠
５
人　

計

13
人
（
監
督
は
選
手
を
兼
ね

る
こ
と
が
で
き
る
。）

●
申
込
締
切　

12
月
16
日（
金
）

午
後
４
時
ま
で

※
申
込
用
紙
は
小
竹
町
中
央

公
民
館
に
て
配
布
し
て
い

ま
す
。（
小
竹
町
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
）

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
郡
体

育
協
会
事
務
局
（
小
竹
町

中
央
公
民
館
）
☎
（
６
２
）

０
４
５
２
ま
で

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の

休
館
日

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
勤
労

者
ふ
れ
あ
い
棟
（
体
育
館
）
の

休
館
日
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

●
休
館
日　

７
日
（
月
）、
14

日
（
月
）、
20
日
（
日
）、

21
日
（
月
）、
28
日
（
月
）

※
20
日
（
日
）
は
、
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
全
館
が
休
館

●
問
い
合
わ
せ　

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で

就
業
構
造
基
本
調
査
へ
の

ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

10
月
１
日
に
行
わ
れ
た
就

業
構
造
基
本
調
査
へ
の
ご
回

答
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
調
査
結
果
は
、
雇
用
政

策
や
経
済
政
策
な
ど
の
国
や

都
道
府
県
、
市
町
村
の
各
種

行
政
施
策
立
案
の
大
切
な
資

料
と
な
り
ま
す
。
調
査
の
結

果
は
、
令
和
５
年
７
月
末
日

ま
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

公
表
さ
れ
る
予
定
で
す
。
そ

の
後
、
報
告
書
が
全
国
各
地

の
図
書
館
な
ど
に
送
付
さ
れ
、

ど
な
た
で
も
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
政
策

推
進
課
政
策
係
ま
で

木
造
戸
建
て
住
宅
の

耐
震
化
を
支
援
し
ま
す

地
震
に
よ
る
木
造
戸
建
て

住
宅
の
倒
壊
を
防
ぐ
た
め
、

県
で
は
次
の
と
お
り
令
和
４

年
度
に
行
う
性
能
向
上
工
事

等
に
か
か
る
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

●
交
付
要
件　

昭
和
56
年
５
月

31
日
以
前
に
建
築
ま
た
は
着

工
さ
れ
た
鞍
手
町
内
に
建
つ

２
階
建
て
以
下
の
一
戸
建
て

の
住
宅
で
あ
る
こ
と
。

※
要
件
は
こ
の
ほ
か
に
も
あ

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
建
設

課
建
築
係
ま
で

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

撤
去
費
用
を
補
助
し
ま
す

倒
壊
の
危
険
性
が
高
い
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
を
行
う

人
に
対
し
、
撤
去
に
か
か
る

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

●
対
象
要
件　

町
内
の
道
路
に

面
す
る
高
さ
が
１
メ
ー
ト
ル

以
上
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
撤
去

す
る
工
事

●
補
助
対
象
者　

同
一
敷
地
に

お
い
て
、
こ
の
要
綱
に
基
づ

く
補
助
金
の
交
付
を
過
去
に

受
け
た
こ
と
が
な
い
者

※
要
件
は
こ
の
ほ
か
に
も
あ

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
建
設
課

建
築
係
ま
で

くらしの情報

15− 11. 2022

試
験

募
集

卓球大会で
得意のスマッシュを
決めよう

令和４年度ラージボール卓球大会を次の
とおり開催します。多くの皆さんの参加をお
待ちしています。
●とき　12 月 11 日（日）午前９時から（午

前８時 30 分開場・受付）
●ところ　町立体育館
●参加資格　町内に住んでいる人や勤めて

いる人、鞍手町卓球連盟の会員
●参加費　無料
●申込締切　11 月 25 日（金）
●申込み・問い合わせ　鞍手町体育協会事務局
（中央公民館内）☎（４２）７２００まで

卓球大会の参加者を募集します

お
知
ら
せ

募集



ル
ー
ル
を
守
ろ
う
�

野
焼
き
は
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
「
野
焼
き
」
と
は
、
家
庭
ご

み
や
せ
ん
定
し
た
枝
な
ど
を

屋
外
で
焼
却
す
る
こ
と
で
す
。

野
焼
き
は
、「
廃
棄
物
の
不
適

正
な
処
理
の
防
止
」「
周
辺
地

域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影

響
」
か
ら
原
則
禁
止
さ
れ
、

罰
則
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま

す
。
近
隣
に
住
む
人
へ
迷
惑

を
か
け
な
い
た
め
に
も
野
焼

き
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
農
政
環

境
課
生
活
環
境
係
ま
で

ご
み
の
不
法
投
棄
、

ポ
イ
捨
て
は
犯
罪
で
す

不
法
投
棄
と
は
、
廃
棄
物
を

適
正
に
処
理
せ
ず
道
路
や
空
き

地
等
に
捨
て
る
行
為
で
す
。

町
で
は
、
人
目
に
つ
き
に

く
い
場
所
な
ど
に
不
法
投
棄
が

発
生
し
て
お
り
、
啓
発
看
板
の

設
置
や
警
察
と
連
携
し
て
パ
ト

ロ
ー
ル
を
行
う
な
ど
不
法
投
棄

の
防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
農
政

環
境
課
生
活
環
境
係
ま
で

農
地
の
出
し
手
、

受
け
手
を
募
集
し
ま
す

農
地
中
間
管
理
機
構
を
通

じ
て
、
農
地
の
貸
借
を
行
い

ま
せ
ん
か
。
農
地
中
間
管
理

機
構
は
、
農
地
を
貸
し
た
い

出
し
手
か
ら
、
規
模
拡
大
な

ど
を
行
い
た
い
受
け
手
（
担

い
手
）
へ
の
農
地
の
集
積
・

集
約
化
を
進
め
る
た
め
、
農

地
の
中
間
的
受
け
皿
と
な
る

組
織
で
す
。
ま
た
、
公
的
機

関
の
た
め
、
農
地
の
出
し
手

は
確
実
に
賃
料
が
振
り
込
ま

れ
て
安
心
で
す
。
申
込
方
法

な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
水

田
農
業
振
興
課
☎
０
９
２

（
６
４
３
）
３
４
７
４
ま
た

は
役
場
農
政
環
境
課
農
業

振
興
係
ま
で

懐
か
し
い
あ
の
人
と
再
会

来
年
１
月
８
日
は

鞍
手
町
二
十
歳
の
集
い

令
和
４
年
度
の
二
十
歳
の
集

い
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

該
当
す
る
人
に
は
12
月
初
旬
に

は
が
き
で
ご
案
内
し
ま
す
。
中

学
校
を
卒
業
後
に
町
外
に
転

出
し
て
い
る
人
で
、
鞍
手
町
の

二
十
歳
の
集
い
に
出
席
を
希
望

す
る
人
は
教
育
課
生
涯
学
習

係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
状
況
に
よ
り
、
変

更
が
生
じ
た
場
合
は
広
報

紙
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
対
象
者　

平
成
14
年
４
月

２
日
か
ら
平
成
15
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
人

●
と
き　

令
和
５
年
１
月
８

日
（
日
）
午
前
10
時
30
分

受
付
開
始

●
と
こ
ろ
　
中
央
公
民
館

●
問
い
合
わ
せ　

教
育
課
生

涯
学
習
係
ま
で

給
水
装
置
の
指
定
工
事

事
業
者
を
追
加
（
新
規
）

し
ま
し
た

水
道
管
の
新
設
や
増
設
な

ど
給
水
装
置
の
工
事
を
行
う

事
業
者
に
、
申
請
の
あ
っ
た

次
の
１
社
を
追
加
指
定
し
ま

し
た
。
水
道
工
事
は
町
が
指

定
し
た
工
事
事
業
者
し
か
で

き
ま
せ
ん
。

●
陽
隆
設
備
株
式
会
社
（
新

規
）
▽
住
所
＝
北
九
州
市
八

幡
西
区
楠
橋
西
２
丁
目
10

番
10
号
▽
電
話
＝
０
９
３

（
９
８
１
）
９
５
７
４
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
上
下
水

道
課
上
水
道
工
務
係
ま
で

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を

体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

自
分
の
ペ
ー
ス
で
介
護
予

防
運
動
に
取
り
組
む
き
っ
か

け
づ
く
り
を
目
的
と
し
た
事

業
の
体
験
会
を
次
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
。

●
対
象
者　

ア
ク
ア
メ
ッ
ツ

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
利
用

す
る
人

●
と
き　

11
月
の
月
曜
日
と

木
曜
日
、
午
前
10
時
か
ら
午

後
２
時
ま
で（
３
日
は
休
み
）

●
と
こ
ろ　

直
方
ア
ク
ア
メ
ッ

ツ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
（
直
方

市
頓
野
３
８
６
８
番
地
）

●
内
容　

ジ
ム
、
教
室
（
や

さ
し
い
ス
テ
ッ
プ
運
動
や

脳
ト
レ
し
な
が
ら
の
運
動

等
）、
プ
ー
ル
な
ど
の
教
室

●
送
迎　

有
。
希
望
す
る
場
合

は
申
込
時
に
最
寄
り
の
バ

ス
停
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で

※
見
学
を
希
望
す
る
10
日
前

ま
で
に
申
込
み
を
し
て
く

だ
さ
い
。

シ
ニ
ア
の
た
め
の

就
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー

こ
れ
か
ら
就
職
し
よ
う
と

考
え
て
い
る
シ
ニ
ア
の
皆
さ

ん
に
役
立
つ
仕
事
を
探
す
方

法
や
応
募
書
類
の
作
成
方
法
、

面
接
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
、わ

か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。

●
対
象
者　

概
ね
60
歳
以
上

2022.11−16

くらしの情報

給水装置の指定工事事業者を
更新しました

指定給水工事事業者の資質の維持・向上を目指して「水道法の一
部を改正する法律」が改正され、「鞍手町水道事業指定給水装置工事
事業者」の指定について５年ごとの更新制度が段階的に実施されま
す。本年度は 15 社が更新を行いました。

事業者名 住所

( 有 ) 善明産業 北九州市八幡西区竹末 1 丁目 6 番 25 号

( 有 ) エス・アイ・エス 北九州市若松区高須東 1 丁目 2 番 12 号

( 株 ) 大弥 北九州市八幡東区中尾 3 丁目 7 番 8 号

澤﨑設備工業 直方市上新入 1929 番地 8

ハマヨシ商会 北九州市八幡西区若葉 2 丁目 13 番 12-203 号

( 有 ) 広岡建設工業 北九州市若松区今光 2 丁目 3 番 27 号

( 株 ) 佐藤商店 遠賀郡芦屋町白浜町 2 番 3 号

( 有 ) 水上工務店 直方市大字下新入 1265 番地 7

舞鶴設備工業 ( 株 ) 飯塚市柳橋 280 番地 1

( 株 ) 松原土木 鞍手町大字中山 2768 番地 37

( 有 ) 大西設備 直方市大字頓野 536 番地

北筑産業 北九州市八幡西区泉ヶ浦 2 丁目 14 番 15 号

フクダ冷熱 北九州市八幡西区光貞台 2 丁目 1 番 8 号

( 株 ) タカミツ住設 北九州市若松区大字払川 587 番地

水道屋 北九州市八幡西区沖田 2 丁目 13 番 1 号

お知らせ

●問い合わせ　役場上下水道課上水道工務係まで

広報くらてに広告を掲載しませんか。
◉掲載料（１か月あたり）
　▶全一段（縦43㎜×横187㎜）…１万円
　▶半一段（縦43㎜×横 91㎜）…５千円
◉申し込み期限　発行日（毎月１日）の40日前まで
◉掲載の可否　事前審査により決定
◉申込み・問い合わせ　役場政策推進課政策推進班まで

募集募集します
します!!!!



で
、
就
労
の
意
欲
の
あ
る
人

●
と
き　

12
月
12
日
（
月
）
午

後
１
時
30
分
か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

田
川
青
少
年
文

化
ホ
ー
ル
研
修
室
（
田
川
市

平
松
町
３
番
地
36
）

●
講
師　

福
岡
県
生
涯
現
役

チ
ャ
レ
ン
ジ
セ
ン
タ
ー
統
括

専
門
相
談
員
・
末
原
好
德
氏

●
内
容　

仕
事
探
し
・
就
職
活

動
の
ポ
イ
ン
ト
、
履
歴
書
の

作
成
、
面
接
の
ポ
イ
ン
ト
等

●
参
加
費　

無
料

●
定
員　

30
人
（
要
事
前
申
込

み
）

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

福

岡
県
生
涯
現
役
チ
ャ
レ
ン
ジ

セ
ン
タ
ー
事
務
局
☎
０
９
２

（
４
３
２
）
２
５
１
２
ま
で

栄
養
は
バ
ラ
ン
ス
よ
く

お
弁
当
配
食
サ
ー
ビ
ス
を

行
っ
て
い
ま
す（
夕
食
分
）

町
で
は
、老
衰
や
身
体
障
が

い
、病
気
な
ど
の
理
由
で
調
理

を
す
る
こ
と
が
難
し
い
高
齢

者
・
障
が
い
者
を
対
象
に
、
次

の
と
お
り
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
夕
食
の
お
弁
当
配
食

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象
者　

65
歳
以
上
で
ひ

と
り
暮
ら
し
の
人
、
高
齢
者

の
み
の
世
帯
の
人
、
身
体
に

障
が
い
が
あ
る
人
（
18
歳

以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳
を

持
っ
て
い
る
人
）
な
ど

※
事
前
に
実
態
調
査
あ
り

●
配
食
日　

月
曜
日
か
ら
金
曜

日（
曜
日
を
指
定
で
き
ま
す
）

●
本
人
負
担
額　

１
食
に
つ

き
３
０
０
円

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

役

場
福
祉
人
権
課
高
齢
者
支

援
係
ま
で

介
護
用
品
等
の

給
付
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す

町
で
は
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
し
て
い
る
人
を
対

象
に
、
介
護
用
品
の
給
付
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象
者　

①
町
の
介
護
保
険

被
保
険
者
で
介
護
保
険
の
認

定
が
あ
る
在
宅
の
65
歳
以
上

の
人
ま
た
は
65
歳
未
満
の
初

老
期
認
知
症
に
該
当
す
る
人

②
介
護
保
険
認
定
時
の
主
治

医
の
意
見
書
に
尿
失
禁
あ
り

と
記
載
が
あ
り
、
お
む
つ
が

必
要
な
人
、
ま
た
は
実
態
調

査
に
よ
り
失
禁
あ
り
と
認
め

ら
れ
た
人
③
町
内
に
住
民
票

が
あ
り
居
住
し
て
い
る
人

●
支
給
用
品　

町
指
定
の
紙
お

む
つ
や
尿
取
り
パ
ッ
ド
な
ど

●
支
給
額（
月
額
）　

▽
世
帯
と

本
人
が
町
民
税
非
課
税
＝

６
千
円
以
内
▽
本
人
が
町
民

税
非
課
税
＝
３
千
円
以
内

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉
人

権
課
高
齢
者
支
援
係
ま
で

無
戸
籍
で
お
困
り
の
人
へ

無
戸
籍
（
戸
籍
に
記
載
さ
れ

て
い
な
い
）
の
た
め
、
各
種
行

政
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
い

な
ど
で
お
困
り
の
人
は
、
法
務

局
や
市
区
町
村
の
戸
籍
担
当
窓

口
、
ま
た
は
福
岡
県
弁
護
士
会

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
（
相
談
無

料
、
秘
密
厳
守
）。

●
相
談
窓
口　

▽
福
岡
法
務
局

戸
籍
課
☎
０
９
２
（
７
２
１
）

９
３
３
４
（
平
日
午
前
８
時

30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

ま
で
）
▽
福
岡
県
弁
護
士

会
子
ど
も
の
人
権
１
１
０

番
☎
０
９
２
（
７
５
２
）

１
３
３
１
（
土
曜
日
午
後
０

時
30
分
か
ら
３
時
30
分
ま
で
）

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
法
務
局

戸
籍
課
☎
０
９
２（
７
２
１
）

９
３
３
４
ま
で

くらしの情報

17− 11. 2022

お知らせ

STOP! !子ども虐待
11月は児童虐待防止推進月間です

児童虐待の通告は全ての国民に課せられた義務です ! !

　虐待を発見したときやサインに気づいたときは、役
場や児童相談所へ連絡してください。
● 子どもからのサイン　▷衣服やからだがいつも汚れ
ている▷不自然な傷や打撲のあとがある▷けがが続
いている▷夜遅くまでひとりで家の外にいるなど

● 保護者からのサイン　▷子育てに拒否的・無関心▷
子どものケガについて説明が不自然など

● 問い合わせ　▷子育てに関する相談窓口＝役場福祉
人権課児童人権係又は嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
家庭児童相談室☎０９４９（２３）２０２８まで▷虐
待かと思ったら＝宗像児童相談所☎０９４０（３７）
３２５５または全国共通ダイヤル１８９まで

子どもの生命にかかわるとき、緊急性が高いときは110番へ

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

子どもへの虐待は、子どもの成長・発
達に悪影響を与えます。虐待には、殴る
蹴るなどの身体的虐待、食事を与えない
などのネグレクト（育児放棄）、言葉で脅
すなどの心理的虐待、性的虐待があり、
しつけとは異なるものです。

心理的虐待には、子どもの目の前で行う激しい夫婦喧嘩
も含まれ、全虐待通告件数の約半数が「暴力等の目撃」に
よるものです。

女性に対する暴力をなくす運動
毎年11月12日から25日（女性に対する暴力撤廃国際日）

までの２週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施
週間です。

女性に対する暴力には、配偶者やパートナーから受ける
暴力（DV）、性犯罪、セクシュアルハラスメント等の身体
的なもの以外にも、ストーカー行為、大声で怒鳴る、脅す、
避妊に協力しないなど、さまざまな暴力があります。

女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するもの
であり、男女共同参画社会を形成していくうえで克服すべ
き重要な課題です。

相手との関係が「つらい」「おかしい」と感じたら、１
人で悩まずに、ご相談ください。
●相談窓口　相談窓口の詳細は福岡県ホームペ

ージ（右記QRコード）をご確認ください。
●問い合わせ　福岡県配偶者暴力相談支援センター 

☎０９４９（２２）４０７０まで



　

国
民
健
康
保
険
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

14
日
以
内
に
必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
の
全
員
、
ま
た

は
そ
の
一
部
の
人
に
異
動
が

あ
っ
た
場
合
、
14
日
以
内
に

役
場
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
忘
れ
た
り
、
遅
れ

た
り
す
る
と
後
で
医
療
費
を

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

交
通
事
故
な
ど
で

け
が
を
し
た
と
き
は

必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
交
通
事
故
や
け
ん
か
な
ど

第
三
者
行
為
に
よ
っ
て
け
が

を
し
た
場
合
は
、
す
ぐ
に
警

察
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
後
、
国
民
健
康
保
険
を

使
っ
て
診
療
を
受
け
る
場
合

は
、
必
ず
役
場
へ
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。
届
出
が
な
い
ま

ま
診
療
を
受
け
よ
う
と
し
た

場
合
、「
国
保
が
使
え
ま
せ
ん
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

75
歳
に
な
る
前
に

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
で
き
ま
す

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65

歳
以
上
74
歳
以
下
の
人
は
、
申

請
す
る
と
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
で
き
ま
す
。
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
に

な
る
か
な
ら
な
い
か
に
よ
り
、

加
入
す
る
医
療
保
険
、保
険
料
、

一
部
負
担
割
合
な
ど
が
異
な
り

ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯
員

全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場

合
、
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代

や
入
院
、
外
来
診
療
で
の
窓
口

負
担
額
が
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
で
済
む
限
度
額
適
用
認
定

証
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

を
発
行
し
ま
す
。
ま
た
、
窓
口

負
担
が
３
割
で
、
課
税
所
得
が

６
９
０
万
円
未
満
の
被
保
険
者

が
い
る
場
合
に
は
限
度
額
適
用

認
定
証
を
発
行
し
ま
す
。
こ
の

認
定
証
は
、
申
請
し
た
月
の
１

日
か
ら
し
か
使
え
ま
せ
ん
の

で
、
入
院
ま
た
は
高
額
な
外
来

診
療
が
決
ま
っ
た
と
き
は
前

も
っ
て
交
付
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
す
で
に
認
定
証
を

持
っ
て
い
る
場
合
は
、
記
載
さ

れ
て
い
る
有
効
期
限
ま
で
外
来

診
療
に
も
使
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

健
康
診
査
の
お
知
ら
せ

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
で
は
、
被
保
険
者
を

対
象
に
生
活
習
慣
病
の
発
症
や

重
症
化
を
予
防
す
る
た
め
、
健

康
診
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

受
診
票
は
令
和
４
年
４
月
末
現

在
で
被
保
険
者
の
人
は
４
月
下

旬
に
、
５
月
以
降
に
75
歳
に
な

る
人
に
は
誕
生
月
に
送
付
し
て

い
ま
す
。

●
受
診
期
間　

令
和
５
年
３
月

31
日
（
金
）
ま
で

●
受
診
方
法　

受
診
票
に
同
封

し
て
い
る
「
健
康
診
査
実
施

医
療
機
関
」
に
申
込
み
を
し

て
受
診

●
受
診
料　

５
０
０
円

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
☎
０
９
２
（
６
５
１
）

３
１
１
１
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

歯
科
健
診
の
お
知
ら
せ

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
で
は
、
被
保
険
者
を

対
象
に
、
口
腔
機
能
の
低
下
や

肺
炎
等
の
疾
病
を
予
防
す
る
た

め
、
歯
科
健
診
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
対
象
者
に
は
受
診
券
を

令
和
４
年
５
月
下
旬
に
送
付
し

て
い
ま
す
。

●
対
象
者　

昭
和
21
年
４
月
１

日
か
ら
昭
和
22
年
３
月
31
日

生
ま
れ
の
人

※
令
和
４
年
12
月
ま
で
に
限

り
、
77
歳
以
上
で
昨
年
度
ま

で
に
一
度
も
受
診
し
て
い
な

い
人
は
、
希
望
す
れ
ば
受
診

で
き
ま
す
。

2022.11−18

くらしの情報

　 町内の
交通事故
発生状況

【９月中】 【累　計】
件�数 5 件（＋13） 件�数 47 件（＋11）

死�者 00 人（±10） 死�者 220 人（±10）

傷�者   7 人（＋15） 傷�者 62 人（＋14）

直方警察署管内での犯罪発生状況
【９月中】 【累　計】

●とき　11 月９日（水）
午前 10 時から午後４
時まで（受付は午後３
時まで）

●ところ　ハピネス中間（中
間市通谷１丁目 36 番地 10）

●問い合わせ　福岡県交通事故相談所
　☎０９２（６４３）３１６８まで

巡回
交通事故

相談

（かっこ内は前年比）

のおおがた警警察署だよより

刑法犯総数 64 件（＋  5） 刑法犯総数 423 件（＋ 23）

自転車盗難 10 件（＋ 2） 自転車盗難 53 件（＋ 10）

空き巣 0 5 件（－ 1） 空き巣 0 29 件（－ 14）

（かっこ内は前年比）

　 休日の夜間の体調不良は
急患センターへ

●問い合わせ　直鞍急患センター
☎（２８）２８４０まで

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

第２、第４日曜
午前９時から午後６時まで 小児科

診療時間は、午前９時から午後５時までで
す。休日在宅医は、変更になることもあり
ますので、事前に電話でご確認ください。

休日
在宅医

直方鞍手医師会ホームページよりご確
認いただけます。

http://chokuan-medical.jp

交通事故交通事故に遭ったらに遭ったら

示談示談の前にの前に

必ず国保必ず国保にに届け出届け出をを

●問い合わせ　役場保険健康課
国保年金係まで

購入した商品や
サービスに関するトラブルは
消費生活センターへ

直鞍広域消費生活センター
〒822-8501　直方市殿町７番１号
直方市役所５階（商工観光課内）
☎（２５）２１６２まで
平日8:30～ 12:15、13:00～ 17:00
※相談員が不在の場合もあります。



●
受
診
方
法　

受
診
券
に
同
封

し
て
い
る
「
歯
科
健
診
の
実

施
医
療
機
関
」
に
予
約
し
て

受
診

●
受
診
料　

３
０
０
円

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
☎
０
９
２
（
６
５
１
）

３
１
１
１
ま
で

相
続
登
記
は

お
済
み
で
す
か
？

不
動
産
の
所
有
権
の
登
記

名
義
人
（
所
有
者
）
が
亡
く
な

ら
れ
た
後
、
そ
の
相
続
人
へ
と

名
義
を
変
更
す
る
相
続
登
記
が

さ
れ
な
い
た
め
、
土
地
や
建
物

の
所
有
者
の
把
握
が
困
難
と
な

り
、災
害
復
興
事
業
や
再
開
発
、

ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
公
共
事

業
が
進
ま
な
い
な
ど
の
、
い
わ

ゆ
る
所
有
者
不
明
土
地
問
題
が

顕
在
化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

適
切
な
管
理
の
さ
れ
て
い
な
い

空
き
家
が
増
加
し
て
い
る
要
因

の
一
つ
で
す
。

令
和
３
年
４
月
28
日
に
公

布
さ
れ
た
民
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
に
よ
り
、
相
続
登

記
の
義
務
化
が
制
度
化
さ
れ
、

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
ス

タ
ー
ト
す
る
予
定
で
す
。

相
続
登
記
せ
ず
に
長
時
間

放
っ
て
お
く
と
、
将
来
、
相
続

登
記
を
す
る
際
に
、
手
続
面
・

コ
ス
ト
面
の
両
方
で
大
き
な
負

担
と
な
り
ま
す
。
次
の
世
代
の

た
め
に
も
、
相
続
登
記
の
手
続

き
は
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
法

務
局
直
方
支
局
登
記
係 

☎
（
２
２
）
１
１
４
４
ま
で

相
続
手
続
を
応
援
!!

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度

「
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
」

は
、
相
続
人
が
法
務
局
に
必
要

な
書
類
を
提
出
し
、
登
記
官
が

内
容
を
確
認
し
た
う
え
で
、
法

定
相
続
人
が
誰
で
あ
る
か
を
登

記
官
が
証
明
す
る
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
に
よ
り
、
相
続
登

記
を
含
む
各
種
相
続
手
続
き
で

戸
籍
謄
本
一
式
の
提
出
が
不
要

に
な
り
ま
す
。
手
数
料
は
無
料

で
す
。制
度
の
詳
し
い
情
報
は
、

法
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
法

務
局
直
方
支
局
登
記
係 

☎
（
２
２
）
１
１
４
４
ま
で

第
11
回
特
別
弔
慰
金
の

請
求
に
つ
い
て

町
で
は
、
第
11
回
特
別
弔
慰

金
の
請
求
手
続
き
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
戦
没
者
等
の
死
亡

当
時
の
ご
遺
族
で
、
令
和
２
年

４
月
１
日
に
お
い
て
、
公
務
扶

助
料
や
遺
族
年
金
等
を
受
け
る

人
が
い
な
い
場
合
に
、
要
件
を

満
た
す
最
先
順
位
の
ご
遺
族
の

う
ち
１
人
に
特
別
弔
慰
金
を
支

給
し
ま
す
。
請
求
期
間
内
で
の

手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
支
給
内
容　

年
間
５
万
円

を
５
年
間
支
給

●
請
求
期
限　

令
和
５
年
３

月
31
日
（
金
）
ま
で

●
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ　

役

場
福
祉
人
権
課
福
祉
係
ま
で

統
計
調
査
員
と
し
て

働
い
て
み
ま
せ
ん
か

登
録
の
方
法
は
次
の
と
お

り
で
す
。
登
録
さ
れ
る
と
、
調

査
員
と
し
て
、
統
計
調
査
業
務

に
従
事
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
登
録
し
て
も
必
ず
選
任

さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

●
登
録
方
法　

登
録
申
請
書

に
写
真
を
貼
っ
て
必
要
事
項

を
記
入
し
、
役
場
政
策
推
進

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
提
出
す
る
際
は
、
本

人
を
確
認
で
き
る
も
の
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
（
郵
送
で
提

出
す
る
場
合
は
、
本
人
を
確

認
で
き
る
も
の
の
写
し
を
同

封
し
て
く
だ
さ
い
）。
登
録

申
請
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

か
、
役
場
政
策
推
進
課
で
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
政
策

推
進
課
政
策
係
ま
で

町
の
音
楽
振
興
の
た
め
に

ご
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た

故 

武
谷
富
子
様
の
ご
遺

族
、
武
谷
俊
一
様
（
福
岡
市

南
区
）
よ
り
、
町
の
音
楽
振

興
に
活
用
し
て
ほ
し
い
と
、

ご
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

武
谷
富
子
様
は
長
年
音
楽

教
師
と
し
て
町
内
中
学
校
に
勤

務
、
退
職
後
は
コ
ー
ラ
ス
グ

ル
ー
プ
「
ど
れ
み
の
会
」
を
結

成
す
る
な
ど
音
楽
を
通
じ
て
町

の
文
化
振
興
に
ご
尽
力
さ
れ
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

●
寄
附
額　

１
０
０
万
円

次
の
方
々
か
ら
寄
附
（
香
典

返
し
）
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

（
か
っ
こ
内
は
故
人
。
故
人
敬

称
略
）。

●
く
ら
て
病
院
へ

▽
安
増
正
章
様
＝
小
牧（
文
夫
）

●
社
会
福
祉
協
議
会
へ

▽
篠
原
哲
哉
様
＝
新
北（
典
夫
）

くらしの情報

19− 11. 2022

愛の
贈
り
も
の

オミクロン株
対応ワクチンについて

新型コロナウイルスワクチン接種班
　オミクロン株対応ワクチンは、ファイザー社
製ワクチンとモデルナ社製ワクチンが認可さ
れ、オミクロン株とオリジナル株の２価対応ワ
クチンとなっています。接種を申込む場合は、
同封の説明書等をよくご覧になり、接種につい
て十分理解してお申込みください。新型コロナ
ウイルス感染症に罹患した人は、体調回復より
３か月後からオミクロン株対応ワクチンの接種
をすることができます。
●  対象者　初回接種（１・２回目接種）をして
いる次に該当する人▷ファイザー社製ワクチ
ン＝ 12 歳以上の人▷モデルナ社製ワクチン
＝ 18 歳以上の人

●接種期限　令和５年３月31日（金）まで
●  予約方法　インターネット、電話、窓口（時期
等の詳細は、同封のチラシをご確認ください。）

●  接種券について　▷３・４回目の接種券があ
る＝その接種券を利用してください▷接種券
が手元にない＝前回の接種から概ね５か月後

（３か月に短縮する可能性があり）に接種券を
送付します。

●４回目未接種の人への接種券の発送予定
　

※  60 歳以上の人等の５回目接種時期について
は、現在未定です。国からの指針等が発表さ
れ次第、接種券を発送予定です。

※ オミクロン株対応ワクチンは、現時点では１
人につき１回の接種となります。

●  問い合わせ　役場保険健康課新型コロナウイル
スワクチン接種班☎（４２）２２２２まで

お知らせ

３回目接種日 発送予定 受付状況
５月31日まで 発送済み 受付中

６月１日から30日 11 月 10 日頃 接種券到着後随時




